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（※については例規集登載事項）

ページ

告 示

○予算の公表（４件） （財政課取扱い）１

鹿児島県告示第10号

令和４年第４回県議会定例会において議決された令和４年度鹿児島県一般会計補正予算（第

６号）ほか４件の要領は，次のとおりである。

令和５年１月10日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 令和４年度鹿児島県一般会計補正予算（第６号）

令和４年度鹿児島県一般会計補正予算（第６号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ5,009,823千円を追加し，歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ904,015,661千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の補正は，「第２表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第３条 債務負担行為の補正は，「第３表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条 地方債の補正は，「第４表 地方債補正」による。
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２ 令和４年度鹿児島県港湾整備事業特別会計補正予算（第２号）

令和４年度鹿児島県港湾整備事業特別会計補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ1,903千円を追加し，歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ6,760,494千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の補正は，「第２表 繰越明許費補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

4 繰 越 金 0 1,903 1,903

1 繰 越 金 0 1,903 1,903

歳 入 合 計 6,758,591 1,903 6,760,494

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

1 港湾整備事業費 6,758,591 1,903 6,760,494

1 港 湾 整 備 事 業 費 2,814,708 1,903 2,816,611

歳 出 合 計 6,758,591 1,903 6,760,494
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第２表 繰越明許費補正

（追 加）

款 項 事 業 名 金 額

千円

1 港湾整備事業費 1,500

1 港 湾 整 備 事 業 費 1,500

港湾維持修繕事業 1,500

計 1,500

（変 更）

金 額
款 項 事 業 名

補 正 前 補 正 後

千円 千円1 港湾整備事業費 211,000 611,000

1 港湾整備事業費 211,000 611,000

整 備 事 業 211,000 611,000

計 211,000 611,000
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３ 令和４年度鹿児島県中小企業支援資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）

令和４年度鹿児島県中小企業支援資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定める

ところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ47千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ75,738千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

3 繰 入 金 8,270 47 8,317

1 一 般 会 計 繰 入 金 8,270 47 8,317

歳 入 合 計 75,691 47 75,738

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円
中小企業支援資金1 75,691 47 75,738貸付事業費

中小企業支援資金1 75,691 47 75,738
貸付事業費

歳 出 合 計 75,691 47 75,738
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４ 令和４年度鹿児島県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）

令和４年度鹿児島県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定める

ところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ９千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ363,732千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

業 務 勘 定

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

3 繰 越 金 3,760 9 3,769

1 繰 越 金 3,760 9 3,769

歳 入 合 計 3,760 9 3,769

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円
沿岸漁業改善資金1 3,760 9 3,769貸付事業費

1 沿岸漁業改善資金 3,760 9 3,769貸付事業費

歳 出 合 計 3,760 9 3,769
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５ 令和４年度鹿児島県就農支援資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）

令和４年度鹿児島県就農支援資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定めるとこ

ろによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ１千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ60,132千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

農 業 改 良 資 金 業 務 勘 定

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

1 繰 入 金 772 1 773

1 一 般 会 計 繰 入 金 772 1 773

歳 入 合 計 773 1 774

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円
農業改良資金貸付1 773 1 774事業費

農業改良資金貸付
1 773 1 774事業費

歳 出 合 計 773 1 774
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鹿児島県告示第11号

令和４年第４回県議会定例会において議決された令和４年度鹿児島県病院事業特別会計補正

予算（第３号）の要領は，次のとおりである。

令和５年１月10日

鹿児島県知事 塩田康一

令和４年度鹿児島県病院事業特別会計補正予算（第３号）

第１条 令和４年度鹿児島県病院事業特別会計補正予算（第３号）は，次に定めるところによ

る。

第２条 令和４年度鹿児島県病院事業特別会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収

益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 病院事業収益 19,874,408千円 35,680千円 19,910,088千円

第１項 医 業 収 益 16,454,293千円 0千円 16,454,293千円

第２項 医業外収益 3,420,115千円 35,680千円 3,455,795千円

支 出

第１款 病院事業費用 20,762,458千円 280,640千円 21,043,098千円

第１項 医 業 費 用 20,677,527千円 280,640千円 20,958,167千円

第２項 医業外費用 74,931千円 0千円 74,931千円

第３項 予 備 費 10,000千円 0千円 10,000千円

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 8,092,996千円 738,658千円 8,831,654千円

第１項 企 業 債 5,262,000千円 578,000千円 5,840,000千円

第２項 他会計負担金 606,789千円 0千円 606,789千円

第３項 国庫補助金 12,843千円 0千円 12,843千円

第４項 基金繰入金 2,211,364千円 160,658千円 2,372,022千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 8,660,408千円 738,658千円 9,399,066千円

第１項 建設改良費 8,071,247千円 738,658千円 8,809,905千円

第２項 企業債償還金 572,734千円 0千円 572,734千円

第３項 長期貸付金 15,760千円 0千円 15,760千円

第４項 基金積立金 667千円 0千円 667千円

第４条 予算第６条中「5,262,000千円」を「5,840,000千円」に改める。

第５条 予算第７条に定めた経費の金額を次のように改める。
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（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

職 員 給 与 費 11,843,199千円 91,416千円 11,934,615千円
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鹿児島県告示第12号

令和４年第４回県議会定例会において議決された令和４年度鹿児島県工業用水道事業特別会

計補正予算（第１号）の要領は，次のとおりである。

令和５年１月10日

鹿児島県知事 塩田康一

令和４年度鹿児島県工業用水道事業特別会計補正予算（第１号）

第１条 令和４年度鹿児島県工業用水道事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定めるとこ

ろによる。

第２条 令和４年度鹿児島県工業用水道事業特別会計予算（以下「予算」という。）第３条に定

めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 工業用水道事業収益 410,671千円 0千円 410,671千円

第１項 営 業 収 益 298,117千円 0千円 298,117千円

第２項 営 業 外 収 益 112,554千円 0千円 112,554千円

支 出

第１款 工業用水道事業費用 403,411千円 273千円 403,684千円

第１項 営 業 費 用 384,371千円 273千円 384,644千円

第２項 営 業 外 費 用 19,040千円 0千円 19,040千円

第３条 予算第６条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

職 員 給 与 費 32,598千円 273千円 32,871千円
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鹿児島県告示第13号

令和４年第４回県議会定例会において議決された令和４年度鹿児島県一般会計補正予算（第

７号）の要領は，次のとおりである。

令和５年１月10日

鹿児島県知事 塩田康一

令和４年度鹿児島県一般会計補正予算（第７号）

令和４年度鹿児島県一般会計補正予算（第７号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ38,130,728千円を追加し，歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ942,146,389千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の補正は，「第２表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第３条 債務負担行為の補正は，「第３表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条 地方債の補正は，「第４表 地方債補正」による。
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